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附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１１号
調理師法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

調理師法施行細則の一部を改正する規則

調理師法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付してく

ださい。なお、個人番号カードの写しを提出する場合に

あっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出する場

合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限る。）

にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険の資格

確認書等の写しを提出する場合にあっては保険者番号及

び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付してく

ださい。なお、個人番号カードの写しを提出する場合に

あっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出する場

合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限る。）

にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険被保険

者証 の写しを提出する場合にあっては保険者番号及

び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

様式第１９号（第２条関係） 保有個人情報利用停止請求書

（表） 省略

（裏）

様式第１９号（第２条関係） 保有個人情報利用停止請求書

（表） 省略

（裏）

３ 本人確認等 ３ 本人確認等

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

省略

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

□健康保険被保険者証（住所

の 記 載 が あ る も の に 限

る。）

省略

�・� 省略 �・� 省略

４ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（利用停止請求

の日前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付し

てください。なお、個人番号カードの写しを提出する場

合にあっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出す

る場合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限

る。）にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険

の資格確認書等の写しを提出する場合にあっては保険者

番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

４ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（利用停止請求

の日前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付し

てください。なお、個人番号カードの写しを提出する場

合にあっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出す

る場合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限

る。）にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険

被保険者証 の写しを提出する場合にあっては保険者

番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理師試験（以下「試験」とい

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理師試験（以下「試験」とい
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附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１２号
製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則

製菓衛生師法施行細則（昭和４２年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

� 省略

� 省略

様式第１号（第１条関係） 調理師試験受験願書

省略

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する者であ

ることを証する書類又は法附則第３項に規定する者であること

を証する書類

� 省略

� 省略

様式第１号（第１条関係） 調理師試験受験願書

省略

省略 １・２ 省略

３ 関係書類

� 省略

� 省略

省略 １・２ 省略

３ 関係書類

� 学校卒業証明書

� 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前

（受験願書等の提出）

第２条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類及

び写真を添えて、知事に提出しなければならない。

� 次のいずれかに該当する旨を証する書類

ア 法第５条第１号の規定による指定を受けた製菓衛生師養成

施設において１年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能

を修得した者

イ 法第５条第２号又は附則第２項に規定する期間菓子製造業

に従事した者

�・� 省略

様式第２号（第７条関係）

製 菓 衛 生 師 免 許 申 請 書

省略

（受験願書等の提出）

第２条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類及

び写真を添えて、知事に提出しなければならない。

� 受験資格証明書（法第５条第１号若しくは第２号又は附則第

２項若しくは第３項に該当する旨を証する書類。）

�・� 省略

様式第２号（第７条関係）

製 菓 衛 生 師 免 許 申 請 書

省略

省略 省略

旧姓又は通称名併

記の希望の有無
無 有

�
��
��

併記を希望する場合は、旧姓

又は通称名を記載すること。

旧姓又は通称名併

記の希望の有無
無 有

�
��
��

併記を希望する場合は、旧姓

又は通称名を記載すること。

麻薬、あへん、大

麻又は覚醒剤の中

毒者に該当するこ

との有無

無 有

添付書類

１ 省略

添付書類

１ 省略

２ 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であるかないか


